
職務上請求システムに係る共通化推進方針 

令和８年６月８日決定 

法務省 

国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針（令和６年６月 21

日閣議決定。以下「本基本方針」という。）に基づき、「令和７年の地方からの提

案等に関する対応方針」（令和７年 12 月 23 日閣議決定）1を踏まえ、共通化の対

象となる業務・システム「職務上請求システム」に係る共通化推進方針は、以下

のとおりとする。 

１．業務・システム名 

 職務上請求システム 

２．共通化の方法  

(1) 共通化すべき業務・システム

ア．現状

弁護士や司法書士等の士業者が、受任している事件又は事務に関する業

務を遂行するために必要がある場合、戸籍法（昭和 22 年法律第 224 号）

第 10 条の２第３項から第５項までに基づく戸籍謄本等の請求（以下「職

務上請求」という。）ができることとされている。

職務上請求に当たっては、不正請求の防止措置として、戸籍法施行規則

（昭和 22 年司法省令第 94 号。以下「規則」という。）第 11 条の２第４号

等により、各士業者団体の定めた統一請求書を用いて窓口又は郵送で行っ

ている（オンラインでの請求は行われていない。）。 

1 令和７年の地方からの提案等に関する対応方針（令和７年 12 月 23 日閣議決定）
４【デジタル庁（３）】【総務省（３）】【法務省（４）】

⼾籍法（昭 22 法 224）及び住⺠基本台帳法（昭 42 法 81）
⼠業者による各種証明書の職務上請求（⼾籍法 10 条の２第３項及び住⺠基本台帳法

12 条の３第２項）については、⼠業者、⼠業者団体及び市区町村の事務負担の軽減に
資するよう、国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会における議論も踏まえ、不正な
職務上請求を防止するための方策を講ずること、及び社会的コストの削減等のためのデ
ジタル共通基盤を活用したシステムの構築について検討し、令和８年中に結論を得る。
その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
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イ．共通化の検討

(ア) 共通化推進方針の策定方針

「共通化の対象選定に向けた令和７年度の対象候補の選定及び作業

依頼について」（令和７年９月 26日付け国・地方デジタル共通基盤推進

連絡協議会事務連絡。以下「作業依頼」という。）において、法務省は、

デジタル庁と連携し、令和８年３月末までに、共通化の方法や今後のス

ケジュールを記した共通化推進方針案（以下「案」という。）を策定する

こととされた。 

また、その際、デジタル庁が運用する e-Gov や国家資格等情報連携・

活用システムなどデジタル共通基盤を活用したシステムの構築につい

て、自治体や各士業団体の声を聴きながら、国・地方を通じたトータル

コストが最小化する方法を検討することとされた。

(イ) 作業依頼を踏まえた検討の実施

a. e-Govや国家資格等情報連携・活用システム等の活用について

職務上請求システムの構築に当たって最も優先すべきは、不正請

求の防止である。戸籍情報は極めて機微な個人情報であり、単に「士

業者であること」の確認だけでなく、職務上必要な請求であること

を担保する仕組みが不可欠である。この点、デジタル庁が運用する 

e-Gov や国家資格等情報連携・活用システムなどデジタル共通基盤

を活用したシステムの構築については、資格確認はできても、請求

の適法性を確認・担保する仕組みがない。 

また、国家資格等情報連携・活用システムの利用が可能であるの

は一部の士業者に限られており、当該システムを職務上請求システ

ムの構築に当たって活用するのは現実的でない。加えて、案の作成

段階から一部の士業者団体による職務上請求システム構築の検討が

進められていたこと等の状況を慎重に考慮する必要がある。 

以上からすれば、e-Govや国家資格等情報連携・活用システム等を

活用して国がシステムを構築することについては見送ることとした。 

b. 自治体や各士業者団体の声を聴くことについて

【自治体との意見交換】 

案の作成に当たっては、国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議

会ワーキングチーム（自治体メンバーも含まれる。）から意見を得た。

また、内閣官房デジタル行財政改革会議事務局より、同事務局が実

施した調査、質問・意見照会等により得られた自治体からの意見の

共有を得た。 

案の作成に当たって考慮が必要と判断された自治体の主な意見の
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要旨として、以下のものが挙げられる。 

① 職務上請求システムは、８士業共通のシステムとして国におい

て標準仕様を定めることが最も合理的である。司法書士以外の士

業が各々本システムを構築し、市区町村が導入する度に費用負担

が生じるのであれば、普及は進まず、共通化の推進にもとること

になる。 

② 法務省において、自治体と士業者団体との調整を密に行い、請

求に係る手続を請求側・受領側の一体のものとして捉え、実効性

あるシステム構築を求める。 

③ 費用の見通しを明確にした上で（自治体の）負担の少ない方式

を選択していただきたい。 

④ より多くの市区町村でこのシステムを導入できるよう、市区町

村における審査業務の実態をヒアリングし、利便性に配慮したシ

ステム構築をお願いしたい。

⑤ 戸籍情報連携システムを活用すべき。

⑥ 単なるシステム化にとどまらず、業務プロセス全体を見直す BPR

の観点から、統一様式（請求書様式や記載項目の標準化を行う）

とすることにより、申請・審査・交付までの業務の効率化を図る

ことが重要。 

【士業者団体との意見交換等】 

また、法務省として、対象となる８つの士業者団体と意見交換や

法務省における検討状況の説明を実施した。この中で、日本司法書

士会連合会（以下「日司連」という。）からは、職務上請求システム

の構築を検討したいとの意向が示された。 

c. 国・地方を通じたトータルコストが最小化する方法について

上記 b.において自治体からの意見の要旨として示した通り、シス

テムや提供ベンダが士業ごとにバラバラになってしまうと、自治体

側の契約更新などの調整コストや実際利用する際の事務コスト等が

大きくなることが想定される。他方で、a.で示した通り、e-Govや国

家資格等情報連携・活用システム等を活用して国がシステムを構築

することは困難である。 

また、職務上請求は、各士業者団体が発行する専用の請求書を用

いて行われているが、当該請求書は士業者団体内の自治として、研

修を受講した者のみに販売を認めている団体もあるほか、請求内容

を士業者団体が事後的に検証するなどの取組が行われることで不正

の発生が防止されているため、職務上請求をシステムで行うことと
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した場合においても、不正請求防止のための検証に係るノウハウを

有する士業者団体において事後的に検証することが可能なシステム

を構築することが重要であると考えられる。したがって、士業者団

体が共同で構築（一つの士業者団体が構築したシステムを他の士業

者団体も共同利用する場合も含む。以下同じ。）する案が、トータル

コストの最小化の観点から適切であると考えられる。

ウ．共通化後の姿

イ．を踏まえれば、士業者、士業者団体及び自治体の事務負担の軽減並

びにトータルコストの最小化の観点から、士業者団体が共同で職務上請求

システムを構築し、これを市区町村が導入することで、オンライン上で職

務上請求を行えるようにすることが共通化後の姿として目指すべきもの

である。 

またその際、単なるシステム化にとどまらず、申請から審査、交付に至

る業務プロセス全体を見直す BPRの観点から、全士業者団体における請求

書様式や記載項目等の請求書内容の統一についても併せて検討すること

により、士業者団体及び自治体双方の事務負担軽減を図る。 

(2) 共通化の効果

士業者団体が共同で職務上請求システムを構築し、市区町村が導入するこ

とで、以下の効果が期待される。 

ア．行政の効率化

受領した請求書の管理の事務負担や、保管スペースが不要となる。 

また、手数料の支払がキャッシュレス化されることで、定額小為替の処

理に生じていた事務負担が発生しなくなる。 

オンラインでの請求では、「統一請求書の紛失」という概念が存在しな

いため、使用できない請求書の番号を確認する必要はない。 

さらに、請求書様式や記載項目が統一されることにより、請求内容の確

認や審査が容易となり、差戻しや補正対応の削減など、業務プロセス全体

の効率化が図られる。 

加えて、自治体におけるコストダウンが期待される。 

イ．士業者の利便性の向上

士業者は本籍地市区町村の窓口に赴くことなく、また、郵送もすること

なく、自らの事務所からオンラインで請求を行うことができるようになる。 
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特に、遠方の市区町村に請求する場合、従前は郵送によって請求するほ

かなかったが、オンラインで請求することができるようになることで、発

送から到着までにかかっていた時間を短縮することができる。 

また、請求がオンライン化することで、申請に係る定額小為替購入手数

料が不要となり、士業者のコストダウンも期待できる。 

３．共通化の推進スケジュール 

(1) 共通化を進める上での課題と対応方策

ア．法務大臣が定めるとされているもの

規則第 79 条の２の４第１項に基づいて職務上請求をオンライン上で行

う場合、規則第 79条の４により、統一請求書（規則第 11条の２第４号参

照）に準ずる措置として、法務大臣の定めるものが講じられている必要が

ある。 

この措置については、法務省として、「戸籍法施行規則における法務大

臣の定めについて（通達）」（令和８年３月 26 日付け法務省民一第 594 号

法務省民事局長通達。以下「通達」という。）を発出し、概要以下の内容を

定めたところである（通達の具体的な内容については別添資料参照）。 

① 電子情報処理組織により、戸籍法第 10 条の 2 第 3 項から第 5 項まで

の請求を行う場合において、市町村長の使用に係る電子計算機から電子

署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣が定める

電子証明書は、次のとおりとすること（通達別添１）。 

セコムパスポート for G-ID

（平成 14年総務省・法務省・経済産業省告示第８号）の用に供するため

に作成された電子証明書（司法書士電子証明書に限る。） 

② 戸籍謄本等の交付請求の管理に係る事項として、例えば、請求書情報

の検証について、職務上請求オンラインシステムは、請求書情報に付さ

れた弁護士等の電子証明書の検証を行い、その結果を表示、保存する機

能を有すること（通達別添２第４の３(3)）。 

電子証明書の検証の方式は、OCSP（Online Certificate Status Protocol）

方式又は CRL（Certificate Revocation List）方式のいずれでも差し支えない

が、CRL 方式による場合は、サーバから最新の CRL を取得して 24時間以内に検

証を行うこと。 

  また、請求書情報の保存については、職務上請求システムは、請求書

情報及びその検証結果をその送信の日の属する年の翌年の１月１日か

ら起算して３年間保存する機能を有すること。なお、保存期間中は削除

できないように制御すること（通達別添２第４の３(4)）。 
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イ．士業者団体及び自治体との意見交換

法務省は、残りの７士業者団体やその所管省庁との綿密な意見交換を実

施し、日司連が構築することを検討しているシステムが他の士業者団体で

も共同構築することができるよう、またその際には必要かつ効率的な BPR

が実施されるよう必要な調整を主導する。 

さらに、各士業者団体がバラバラにシステム構築をすることで負担が増

加するのではないかとの自治体の懸念に寄り添うべく、日司連によるシス

テム構築の状況や残りの７士業者団体との意見交換や検討、調整の状況等

を丁寧に説明し、理解を得ていく。また、自治体とも意見交換を行い、ト

ータルコスト最小化も念頭におきつつ、そこで得た意見をシステム構築や

運用に反映していく。 

戸籍情報連携システムとの連携については、トータルコストの最小化や

費用対効果の観点から妥当であるかどうかを試算・検討し、士業者団体や

市区町村とも意見交換や協議の上、対応を決定する。 

(2) スケジュール
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別添資料
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